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重要事項説明書    

［指定(介護予防)短期入所生活介護］ 

当事業所は介護保険の指定を受けています。（熊本県指定第 4373201088号） 

 

 当事業所は、ご契約者に対して指定介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護サービスを提供

します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次の通り説明

します。 

 

※当施設の利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となり

ます。 

 

１． 事業者 

 

 （１）法人名   社会福祉法人 天水会 

 （２）法人所在地 熊本県天草市御所浦町御所浦４３９３番地１ 

 （３）電話番号  （０９６９）５２－３７２７ 

 （４）代表者氏名 理事長 岡部 誠 

 （５）設立年月日 平成１１年１月２８日 

 

２．事業所の概要 

 

 （１）施設の種類 指定短期入所生活介護事業所     平成 12年 4月 1日 

          指定介護予防短期入所生活介護事業所 平成 18年 4月 1日 

          【指定熊本県４３７３２０１０８８号】 

 （２）施設の目的 指定(介護予防)短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）

が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう

に支援 

          することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用 

          施設等をご利用いただき、(介護予防)短期入生活介護サービスを提供します。 

（３）施設の名称 ショートステイ御所浦苑 

 （４）施設の所在地 熊本県天草市御所浦町御所浦４３９３番地１ 

 （５）電話番号  （０９６９）５２－３７２７ 

 （６）施設長（管理者） 氏名 岡部 真紀子 

 （７）当施設の運営方針 

 ご利用者の能力に応じて、可能な限り居宅での自立した生活を営むことができるように 

日常生活の援助及び機能訓練を行い、在宅生活を支援します。 

地域との連携により、社会性の向上につとめます。 

 （８）開設年月日   平成１１年６月１日 

 （９）営業日及び受付時間 

営業日 年中無休 

受付時間 ８：３０～１７：４５ 

 （１０）入所定員    ６人（ 認可利用人員 平均６名／日 ） 

 

３．居室の概要 

（１） 居室等の概要   

当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則として２人部屋

です。 
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居室・設備の種類 客数     備      考 

２人部屋 ５室 ベッド数   １０台 

食  堂 ２室  

機能訓練室 １室 ［主な設置機器］平行棒  訓練用鏡 階段昇降 

 低周波治療器 空気マッサージ器  その他 

浴  室 １室 機械浴（特殊浴槽）・一般浴槽 

医 務 室 １室  

（ 「居室」以外は、施設と共用となっています。 ） 

＊ 上記は、厚生省が定める基準により、短期入所生活介護事業所に必置が義務づけられている施設・

設備です。この施設・設備のご利用にあたって、ご契約に特別にご負担いただく費用はありません。 

☆ 居室の変更： ご契約者から居室の変更の申し出があった場合は，居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際に

は、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

☆ 居室に関する特記事項（※トイレの場所「居室内、居室外」等） 

トイレは居室内には設けてないが、居室近くに男子用の大便・小便所がそれぞれ１ヵ所づつ、又女子

用便所が２ヵ所設けてあります。車椅子が入れるスペースも十分確保されており、手すりも各所に設

置していて安定し体位での排泄が可能となっています。 

４．事業所の従業者体制 

  当事業所は、特別養護老人ホームの併設事業所として運営されております。したがって、施設職員

と事業所職員が一体となって、ご契約者に対して介護サービスを提供いたします。以下の職種の職員

を配置しています。 

主な職種と職務の内容               

管理者        業務の一元的な管理            

医師         健康管理及び療養上の指導        

生活相談員      生活相談及び指導            

看護師又は准看護師  心身の健康管理、口腔衛生と機能の    

チェック及び指導、保健衛生管理 

介護職員       介護業務                 

栄養士        食事の献立作成、栄養計算、栄養指導等  

機能訓練指導員    身体機能の向上・健康維持のための指導  

調理員その他の従業者 食事の調理 その他 

 

＜主な職員の配置状況＞＊（職員の配置については、指定基準を遵守しています。） 

 

職    種 

 

配置基準 

常勤 非常勤  

職員配置数 専従 兼従 専従 兼従 

１・施設長（管理者） １  １      １名 

２・生活相談員 １ １       １名 

３・介護職員 １４ ７以上  ７以上    １４名以上 

４・看護職員 ２ ２以上       ２名以上 

５・機能訓練指導員 １  １      １名 

６・医 師 １    １以上    １名以上 

７・栄養士 １    １    １名 

※ 短期入所生活介護事業は介護老人福祉施設（40 床）との併設のため指定基準職員数は合算してい

ます。 

 

＜主な職種の勤務体制＞ 

  職   種 勤 務 体 制 

１・医  師 毎週火曜日 13：00～15：00  毎月第 2 木曜日 13：30～15：

30 
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２・介護職員 

標準的な時間帯における

最低配置人員 

 

早 出 ７：３０～１６：４５     ２名 

日 勤 ８：３０～１７：４５  ４～１０名 

遅 出 １２：００～２１：００    １名 

夜 勤 １７：００～９：００     ２名 

３・看護職員 日中 ８：３０～１７：４５    １～２名 

４・機能訓練指導員 日中 ８：３０～１７：４５      １名 

 

５．当施設が提供するサービスの概要と利用料金 

  当施設では、ご契約者に対して、以下のサービスを提供します。 

（１） 介護保険の給付対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（８割から９割）が介護保険から給付されます。 

① 入 浴 

   ・入浴又は清拭を週２～３回行います。 

   ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

② 排 泄 

   ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。                                            

③ 機能訓練 

   ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能回

復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

④ 健康管理  

・医師や看護師が、健康管理を行います。（医師の診察に関しては、医療保険から請求されます。） 

⑤ 送 迎 

・ご利用者の状態、ご家族の状況により送迎が必要と認められた場合、居宅と事業所間の送迎を行

います。 

⑥ その他自立への支援 

   ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

   ・生活のリズムを考え、適時朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活がおくれるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第８条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

①食事の提供（食材料費及び調理に要する費用） 

②滞在に要する居室の提供（居住に係る光熱水費及び室料金） 

③日常生活上必要となる諸費用（実費） 

・日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが

適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

（おむつ代は、介護保険給付対象となっていますので、ご負担の必要はありません。） 

  ④その他の特別な料金について 

・ご契約者個人の希望により、特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となりま

す。 

・ その他の保険給付対象外のサービスについて、ご契約者に負担いただくに相当すると思われ

る料金については、ご契約者の同意を得てご負担いただきます。 

（３） 介護保険給付支給限度額を超えるサービスの利用について 

  契約者は上記の利用については、下記のサービス利用料金をサービス利用終了時に支払うものとし

ます。 

① 上記(１)の介護保険給付対象となるサービス利用は料金の１０割を負担頂きます。 

② 上記(２)の介護保険給付対象外のサービスについて負担していただきます。  

（４） 利用料金について 

  下記の表によってご利用者の要介護度に応じたサービス料金から、介護保険給付費額を除いた金額



 4 

(自己負担額)をお支払いください。（介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は記載されている額） 

 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該短期入所生活介護が法定代理受領サービスである

ときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

□介護報酬告示額 （併設型短期入所生活介護費Ⅱ） ※令和６年４月1日より適用 ） 

 

⑴ 基本料金（１日当たり） 

   介護区分            利用料            自己負担額 

要支援１            ４５１０円（４５１単位）    ４５１円 

要支援２   ５６１０円（５６１単位）  ５６１円 

要介護１   ６０３０円（６０３単位）  ６０３円 

要介護２   ６７２０円（６７２単位）  ６７２円 

要介護３   ７４５０円（７４５単位）  ７４５円 

要介護４   ８１５０円（８１５単位）  ８１５円 

要介護５   ８８４０円（８８４単位）  ８８４円 

  

⑵ 加算料金等 

  ア 送迎加算             片道につき      １８４円（１８４単位） 

イ サービス提供体制強化加算１    １日につき      ２２円（ ２２単位） 

  ウ 生産性向上推進体制加算Ⅱ     １月につき      １０円（ １０単位） 

エ 介護職員処遇改善加算 Ⅰ     １月につき      所定単位数の１４％ 

オ 療養食加算            １回につき        ６円（  ６単位） 

   

□その他の費用 

⑴ 食事の提供に要する費用 

ア 基本料金   １日当り  １，４４５円 

  （朝食：３６０円 昼食：６００円 夕食：４８５円）    

イ 入所・退所時等における食費の負担額 

入所・退所の日においては、実際に摂った食ごとの料金とします。ただし、その額がアに定め

る負担限度額を下回った場合はその額とします。 

なお、終日利用する場合には、特別な場合を除いて実際に摂った食数にかかわらず１日当りの

額とします。（全ての食事を摂らない場合を除く。） 

⑵ 滞在に要する費用 

 基本料金 入所・退所の時間にかかわりなく１日当り部屋代として９１５円 

⑶ 利用者が選定する特別な食事に関する費用の額 

予め利用者の選択により外食、注文食、行事食など⑴ に定める通常の食事の提供に要する費用

の額では困難な食費の額については、通常の食費を控除した額を利用者が負担します。当該額は、

提供ごとの食事の内容による価格とします。 

⑷ 通常の事業実施区域外への送迎（船賃や車代など、交通費に係る費用の実費） 

⑸ 理美容代   実費（理美容事業者へ直接お支払いください。） 

⑹ その他 

利用者の嗜好品の購入など諸々費用は実費（販売事業者へ直接お支払いください。） 

・サービス提供に関する記録の複写物に関する実費額は、１複写につき10円 

６．サービス利用に当たっての留意事項 

①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。 

②利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。 

③事業所内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮ください。 
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☆ ご契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払

いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されま

す（償還払い）。償還払いとなる場合は、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事

項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、負担額を変更します。 

７．利用料金のお支払方法（契約書第 8条参照） 

  前記の料金・費用は、サービス終了後に、ご利用期間分の合計金額を請求しますので、翌月２０日

までに以下の方法でお支払い下さい。（1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、

利用日数に基づいて計算した金額とします） 

①．金融機関口座からの自動引き落とし 

    各自お持ちの信用金庫又は郵便局の口座からの、自動引き落とし手続きをとっていただきます。 

②．金融機関口座への振込み 

（ご利用できる金融機関）天草信用金庫 御所浦支店 

     普通預金  口座番号 ００６９５７５ 

            口座名義人  特別養護老人ホーム 御所浦苑  

    ※１．２．の場合は振り込み手数料を負担していただきます。 

③．窓口への支払い   直接施設の事務窓口に、お支払いください。 

８．利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

・利用予定期間の前にご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もし

くは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事

業者に申し出て下さい。 

・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する期間にサー

ビスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

・ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、すでに

実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

９．入所中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記医療機関において診療や入院治療を受けるこ

とができます。（但し、下記医療機関での優先的な診察・入院治療を保障するものではありません。ま

た、下記医療機関での診察・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

＜協力医療機関＞  

医療機関の名称 所 在 地 診 療 科 

国民健康保険天草市立御所浦診療所 天草市御所浦町御所浦 2891-3 内科 

上天草市立天草総合病院 上天草市竜ヶ岳町高戸 1419-19 総合（外科・内科・他） 

医療法人 岡部病院 水俣市桜井町 3丁目 3番 3号 内科・外科・整形外科 

 

※ 町外（島外）の医療機関を受診される場合、交通費（海上タクシー費等）をご負担いただき

ます。 

 

１０．守秘義務・個人情報の取り扱い等 

 （１）事業者、サービス従事者又は従業員は、介護福祉サービスを提供するうえで知り得た契約者

又はその家族等に関する個人情報の取り扱いについて、あらかじめ同意を得た利用目的以外に

正当な理由なく第三者に提供・漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続し

ます。 

（２）事業者は、契約者に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する情報

を提供できるものとします。 

（３）事業者は、契約者の援助を行うために契約者の情報を第３者に提供する場合には、あらかじ

め文書にて契約者の同意を得るものとします。 

１１. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じま
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す。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者   介護支援専門員 山下栄子 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

１２．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族

へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由について記録します。 

１３．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と

連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、年２

回利用者及び従業者等の訓練を行います。 

１４．事故発生時の対応 

（１）事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合、すみやかに家族に連絡し、医療機関へ搬送

します。また、保険者、居宅介護支援事業所等、関係機関に連絡します。 

（２）前項の事故状況及び事故に際して採った処置について記録し、市町村へ書面を持って報告しま

す。また、事故防止のための検討会を随時行い、事故防止に努めます。 

（３）サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。ただ

し事業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありません。 

１５．苦情の受付けについて（契約書２４条参照） 

（１） 当施設における苦情の受付 

当施設における苦情や相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口 

      職員  生活相談員     担当者   山下栄子 

      受付時間          毎週月曜日～土曜日  ８：３０～１７：４５  

＊ 担当者が不在の場合は、介護支援専門員又は施設長がその対応を行います。 

（２） 第３者委員を設置しています。サービスの内容についての要望や相談にもご利用ください。 

 

氏 名 川中正文 森 章夫 

電 話 番 号 ６７－３０５３ ６７－３０５７ 

 

（３） 行政機関その他苦情受付機関 

天草市御所浦支所 

介護保険担当課 

所在地  熊本県天草市御所浦町御所浦３５２７ 

電話番号 ０９６９－６７－２１１１ 

ＦＡＸ  ０９６９－６７－３９３４ 

熊本県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

所在地  熊本市東区健軍１丁目１８番７号 

電話番号 ０９６－３６５－０３２９ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

熊本県 

福祉サービス運営適正化委員会 

所在地  熊本市中央区南千反町３番７号 

県総合福祉センター３階 

電話番号 ０９６－３２４－５４７１ 

ＦＡＸ  ０９６－３５５－５４４０ 

  

１６． 福祉サービス第三者評価事業の評価については、当施設は受けていません。 
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重要事項説明確認書 

 

令和  年  月  日 

 

  指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説 

明を行いました。 

     

事業者 住所 〒 ８６６－０３１３ 

熊本県天草市御所浦町御所浦４３９３番地１ 

社会福祉法人 天水会 

指定(介護予防)短期入所生活介護事業所「ショートステイ御所浦苑」 

        説明者職名 

        職員名                 印 

 

    私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護 

サービスの提供開始に同意しました。 

 

利用者 住所 熊本県天草市御所浦町 

 

         氏名                 印 

  （代理人）住所 

 

氏名                 印  

利用者との続柄              


